
【ファンドの目的】
内外の株式・債券を実質的な主要投資対象とし、リスクの軽減に努め
つつ中長期的に着実な成長を図るため各資産の指数を独自に合成し
た指数をベンチマークとし、当該ベンチマークと連動する投資成果をめ
ざします。
【ファンドの特色】
日本債券インデックスマザーファンド、ＴＯＰＩＸマザーファンド、外国債
券インデックスマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンドを
主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を
図ることを目標として運用を行います。なお、株式、公社債、短期金融
商品に直接投資することもできます。

マザーファンドの基本方針は以下の通りです。

基準ポートフォリオは、国内債券67％、国内株式17％、外国債券５％、
外国株式８％、短期金融資産３％の比率配分として構築します。
基準ポートフォリオの比率配分には、一定の変動レンジを設けます。
また、基準ポートフォリオは原則として年１回見直すこととします。
なお、基準ポートフォリオの見直しにあたっては、経済環境等の大きな
変化に際して必要と判断される場合、基準ポートフォリオの比率配分を
変更することがあります。

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合67％、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
17％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）５％、ＭＳ
ＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）８％、短期金融資
産（有担保コール（翌日物））３％の比率で組合せた指数を合成ベンチ
マークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わな
いため、為替相場の変動による影響を受けます。
ただし、市況動向の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合
があります。

信託財産の純資産総額×年率0.748％（税抜 年率0.68％）
内訳（税抜）：

※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
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1.投資方針

6.信託期間

無期限

7.償還条項

8.決算日

毎年5月20日（休業日の場合は翌営業日）

9.信託報酬

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手
続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させること
ができます。（任意償還）
・受益権の口数が10 億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため
有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託
会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンド
を償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨
を監督官庁に届け出ます。

2.主要投資対象

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、内外の株式・債券
へ実質的に投資を行います。

10.信託報酬以外のコスト

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国債券
インデックスマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンドの解約
に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行
う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売
買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、
先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等
に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を
記載することはできません。

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なる
ため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。

5.信託設定日

2000年8月18日

3.主な投資制限

・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40％以下と
します。
・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％
以下とします。
・デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様
の損益を実現する目的以外には利用しません。
・その他の投資制限もあります。

4.ベンチマーク

各資産の指数を基準ポートフォリオの比率で組合せた合成ベンチ
マーク

12.購入価額

ご購入約定日の基準価額

13.購入時手数料

ありません。

11.購入単位

1円以上1円単位

14.換金価額

ご売却約定日の基準価額

15.信託財産留保額

ありません。

ファンド名 基本方針

日本債券インデックスマザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざし
て運用を行います。

ＴＯＰＩＸマザーファンド
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。

外国債券インデックスマザーファンド
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベー
ス）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

外国株式インデックスマザーファンド
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

受託会社販売会社委託会社

年率0.08％年率0.36％年率0.24％
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17.お申込不可日等

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、
その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの
受付を中止することがあります。
また、確定拠出年金制度上、購入・換金のお申込みができない場
合がありますので運営管理機関にお問い合わせください。

18.課税関係

確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

19.損失の可能性

基準価額は、後述の基準価額の主な変動要因等により、下落す
る場合があります。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保
証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、
投資元本を割り込むことがあります。

20.セーフティーネットの有無

投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯
金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

21.持分の計算方法

基準価額×保有口数
（注）基準価額が10,000口当たりで表示されている場合は10,000で除してください。

23.受託会社

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（ファンドの財産の保管・管理等を行います。）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

22.委託会社

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
（ファンドの運用の指図等を行います。）

③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状
況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに
関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価
格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還
金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当
ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価
額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な
需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下で
の取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動
性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み
入れている株式や公社債の売却を十分な流動性の下で行えない
ときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があ
ります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。

※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の
規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不
履行リスクを伴い、当ファンドが損失を被る可能性があります。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当て
する必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急
変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてし
まうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及
ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換
金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの
収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に
生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、
実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファン
ド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純
資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。その
ため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他の
ベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が
生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があ
ります。
・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざし
て運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担する
こと、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約
定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と
組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該
指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等
の要因によりカイ離を生じることがあります。

②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資
産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の
影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ
場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
むことがあります。

16.収益分配

毎決算時に分配金額を決定します。
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し
て決定します。
原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円
（10,000口当たり）を超えている場合に、当期の基準価額上昇分
の範囲内で分配しますが、信託財産の成長を優先し、分配を抑
制する場合があります。
分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがありま
す。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証
するものではありません。
収益分配金は、原則として再投資されます。

24.基準価額の主な変動要因等

当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変
動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じ
た損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているもの
ではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあり
ます。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の
状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変
動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や
公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。

運営管理機関：株式会社百五銀行
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【指数について】
・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサ
ルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマン
スインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は
同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、
有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指
数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いま
せん。
・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）（以下「ＴＯＰＩＸ」といいます。）とは、
日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を
有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式に
より算出される株価指数です。ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸに係る標章
又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下
「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
ＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商
標に関するすべての権利はJPXが有します。
・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCに
より運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時
価総額で加重平均した債券インデックスです。ＦＴＳＥ世界国債インデック
ス（除く日本、円換算ベース）は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
本）・データに基づき委託会社が計算したものです。FTSE Fixed Income
LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるい
は販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供
のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確
性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき
何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産そ
の他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価
指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサ
イ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算した
ものです。
また、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産
権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

運営管理機関：株式会社百五銀行


